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1． 事業計画・全般的事項 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  歩行者動線計画について，土樋キャンパ

スとの学生移動は，基本的に地下鉄五橋駅

の地下道の利用を想定しているとのこと

だが，五橋駅に隣接する福祉プラザの利用

者との干渉についてシミュレーションを

おこなってほしい。 

授業カリキュラムが決まらないとシミ

ュレーションできないのであれば，福祉プ

ラザや周辺の施設を利用する人の移動に

ついて現況調査を行い，そのデータに基づ

いてカリキュラムを組むことも可能と考

えられるため検討してほしい。 

講義カリキュラムについては，キャ

ンパス間で移動が生じないような構成

を検討しております。 

やむを得ずキャンパス間の移動を行

う場合は，地上部と地下部への分散を

指導し，歩道や地下道利用時の交通マ

ナー向上に努めます。 

また，講義以外におきましても，イ

ベント等で多数の学生移動が生じる場

合は，交通誘導員や警備員を移動経路

に配置し，混雑やトラブル防止に配慮

いたします。その状況については，供

用後に確認したうえで，事後調査報告

にてご報告いたします。 

 

2  授業カリキュラムが決まっていないか

ら歩行者動線を検討できないのではなく，

現行のカリキュラムから想定して，どれく

らいの規模の学生移動があり，どのような

分散が必要になるかを検討するべきであ

る。 

3  CASBEE について，近年の環境に配慮する

建築物からすると，Ａランクを目指すのは

決して高い目標ではない。それ以上を目指

すことを検討していただきたい。 

現計画における CASBEE の結果では，

Ａランクの評価となっていますが，今

後詳細設計の中で準備書に記載してい

る配慮事項に確実に取り組みながら，

それ以上のランクとなる建築物を目指

して参ります。 

なお，評価書では，環境の保全及び

創造等に係る方針において，Ａランク

以上を目指すことを示します。 

準備書 

p1-9～11 

本資料 

p10～12 

4  配慮が必要な施設として，福祉プラザが

入っていない。福祉プラザは障害者など人

が集まる場所であるため，施設名称として

明記するようにしてほしい。 

配慮が必要な施設一覧において，福

祉プラザ内の施設については，施設名

称として，「福祉プラザ」を併記いたし

ます。 

準備書 

p8.8-3 

p8.9-6 

本資料 

p15～16 

2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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3） 第２回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  防災計画について，非常用発電機を研究

棟の屋上に設置することに対し，非常用発

電機の燃料を地下オイルタンクに備蓄す

るということだが，燃料の供給には問題な

いのか。また，停電時も問題なく輸送され

るのか。 

停電時における非常用発電機の運転

については，起動の際は非常用発電機

のそばに備えつけてある燃料タンクで

発電し，その後の連続運転の際は電動

のポンプアップで地下から燃料を供給

する計画としております。 

なお，非常用発電機のそばに連続運

転用の燃料タンクを置くことが通例で

すが，スペースの問題もあり，現配置

計画となっております。 

 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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2． ⼤気質，騒⾳，振動 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
 

2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   

3） 第 2 回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  工事中に係る騒音について，マンション

の2階高さで予測値が環境基準を超過して

いることから環境保全措置として仮囲い

を設置するとあるが，その材料はどのよう

なものを想定しているのか。防音シートは

建物の外周は覆うことができるが，外にあ

る重機の騒音には効果が出ない。仮囲いの

内側に吸音材を装着することで騒音低減

が見込めるため，検討してほしい。 

仮囲いは高さ3.0mの鋼板タイプを採

用する計画としております。仮囲いの

ほか，防音シート・防音パネルの設置，

低騒音工法の採用を予定しております

が，仮囲いへの吸音材の装着について

も検討いたします。 

なお，周辺住民からの要望等があっ

た場合は，適切に対応いたします。 

 

 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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3． ⽔質，⽔象（地下⽔），地盤沈下，⼟壌汚染 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  実験室からの雑排水について，中和槽で

pH 処理した際に沈殿物や析出物があるの

かどうか，そういった廃泥のようなものが

出た際にどのように処理するのかという

ことについて中和槽処理のフロー図を示

してほしい。 

ご指摘を踏まえ，評価書において，

「水質【簡略化項目】」の項に中和槽処

理のフロー図を記載いたします。また,

「廃棄物等」の項にフロー図の参照先

を記載しました。なお，中和槽に沈殿

した廃泥などの固形物等は定期的に回

収して産業廃棄物として処理する計画

としております。 

準備書 

p8.4-2 

p8.11-6 

本資料 

p14,22 

 

2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   

3） 第 2 回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  排水が下水道排水基準を下回っている

かどうかをどのようにして確認するのか。 

排水は定期的な水質分析を実施し，

下水道排水基準との整合を確認する計

画としております。 

 

2  計画地は病院跡地であるため，敷地内の

土壌汚染については，市立病院側が処理し

た後に土地の引渡しをするのか。 

計画地の引き渡しは既に受けてお

り，今後，土壌汚染対策法に基づき計

画地内の土壌汚染調査を事業者側で実

施いたします。土壌汚染対策法上，汚

染土壌の対策あるいは除去についての

責任は原則として事業者側にあります

が，場合により市立病院側と協議を実

施の上で対応を検討いたします。 

 

3  施工中に汚染物質が確認された場合は，

市立病院側と事業者側のどちらの責任で

汚染対策あるいは除去を行うのか。 

 

 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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4． 電波障害，⽇照阻害，⾵害 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  風害のシミュレーションについて，評

価高さ 1.5m に対し，高さ方向のメッシュ

を 1.0m で分割すると，評価高さ（1.5m）

は地上から第 2 メッシュとなり，ガイド

ラインと照らしてもメッシュ数が不足し

ている。風速が弱く表現されるなど，予

測精度に問題はないのか。 

風害予測のソフト上，メッシュの分割

は任意で設定できるはずなので，もう少

し細かく設定した上で解析すべきであ

る。 

メッシュ分割については，ガイドライ

ンにあるように，評価高さ（1.5m）が 3

番目のグリッドになるよう地表面近傍

のメッシュは 1.0m 間隔以下（0.4m 及び

0.6m）に設定しております。よって，風

速等の精度に問題はないと考えます。 

なお，準備書で示した解析条件の記載

内容に不足がありましたので，評価書で

は，実際の設定条件に合うよう詳細に記

載いたします。 

準備書 

p8.9-10 

p8.9-19,21 

本資料 

p18,20,21 

2  風害に係る調査・予測地点について，

風環境評価尺度がほとんど変化しない 3

点を設定しているが，事前と事後で比較

するならば，変化が大きい箇所に設定し

た方が良いのではないか。 

ご指摘の調査・予測地点のうち，2 地

点においては，シミュレーション予測の

結果を踏まえ，建築工事完了後に変化が

大きくなると想定される地点に設定し，

事後調査を行う計画です。 

なお，準備書 p11-18 に示す事後調査

地点の設定根拠は以下のとおりです。 

地点①：現況で最も風速が大きいと予

測された地点であり，事前と

事後の比較を行います。 

地点②：対象事業計画地周辺において

西北西の風や北北西の風が

吹いた際に，研究棟北側の住

宅地に風が抜けると予測さ

れる地点としました。 

地点③：地点②と同様に，対象事業計

画地周辺において西北西の

風が吹いた際に，研究棟南側

の住宅地に風が抜けると予

測される地点としました。 

準備書 

p11-18 
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2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1   計算領域について，閉塞率を 3％より

も大きくしている根拠は何か。 

計算領域の大きさについては，ガイド

ブックを参考に水平方向は計画建物の高

さの約 10 倍の距離，鉛直方向は粗度区分

に対応させて 450m として設定していま

す。その結果，閉塞率は 3.6～3.8％とな

り，ガイドラインにおける，「おおむね

3％以下」の範囲にあると考えておりま

す。 

準備書 

p8.9-9 

本資料 

p17 

2  建物と建物の隙間のメッシュ数につい

て，分割が少ない場合にはビル風を正し

く評価できないので，最低どの程度か示

してほしい。 

建物と建物の隙間のメッシュは，対象

事業計画地内の建物については，2 メッ

シュ以上を確保しております。なお，対

象事業計画地周辺では住宅が密集してい

るため，一部で建物間の隙間のメッシュ

が 1 メッシュとなっている場所がありま

す。 

準備書 

p8.9-10 

本資料 

p18 

3  流入条件について，べき乗則による鉛

直プロファイルを”全域”に設定したと

はどのような状況か説明を追記するこ

と。 

べき乗則による鉛直風速プロファイル

を風上側境界面に設定しております。評

価書では，設定条件の記載を修正いたし

ます。 

準備書 

p8.9-11 

本資料 

p18 

4  移流項の離散スキームについて，一次

風上と二次精度のハイブリッドの比率を

示すこと。 

1 次風上差分：中心差分＝0.25：0.75

となります。評価書では，設定条件に追

記いたします。 

準備書 

p8.9-11 

本資料 

p19 
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3） 第 2 回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  風害に係る評価地点について，事前と事

後であまり変化がない3地点を設定されて

いるように見えるが，いかがか。 

風害に係る評価地点について，事前

の調査地点は準備書 8.9-3 ページに記

載の 3 地点で実施しており，事後の調

査地点はシミュレーション結果を踏ま

え，準備書 11-18 ページに記載の 3 地

点で実施する計画であります。 

事後で調査する地点①は，現況で最

も風の影響が大きいと予測される地点

であり，地点②及び③は，五橋キャン

パスの建設により，現況から風の変化

が大きいと予測される地点として設定

しております。 

 

2  植栽による防風効果については，シミュ

レーションにしても風洞実験にしても細

かいところは再現できないため，住民への

丁寧な説明のもと，事後調査の中で把握し

てほしい。 

地域住民との意見交換を行いなが

ら，適切に事後調査を行い，その結果

を踏まえた上で，必要に応じて環境保

全措置を検討いたします。 

 

 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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5． 景観 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  なし   

2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   

3） 第 2 回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  景観については，精神的トラブルにな

る可能性もあることから，町内会や地域

の方々と連携・協議しながら十分に検討

してほしい。 

また，建物の周囲に樹木を植栽するこ

とについては，目隠しになる一方，死角

ができることで安全上の問題が生じる場

合があるので，やはり地域の方々と頻繁

に協議をしながら進めてほしい。 

今後も地域住民との意見交換を行いな

がら，景観や防犯に留意した緑化計画を

検討いたします。 

 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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6． 廃棄物等，温室効果ガス 

1） 第１回審査会の指摘事項への対応（平成 31 年 3 月 26 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  断熱性能の高い構造物にすることは評

価できるが，その分断熱材の使用も多く

なることが想定される。フロン系の断熱

材を使用しないということを配慮項目に

選定した上で配慮いただきたい。 

フロン系の断熱材は使用しない計画と

しております。評価書では，工事管理計

画における環境保全対策において，発泡

剤としてフロン類を用いない断熱材を使

用することを示します。 

準備書 

p1-51 

本資料 

p13 

2  薬品類は溶液で処理することを考えて

いると思うが，揮発性の塩酸等について，

ドラフトチャンバーでの排気が続くと周

辺の建物が錆びてくることがある。現在

どれくらい揮発性物質や有機溶剤を使用

しているか記載してほしい。 

ご指摘を踏まえ，評価書において，「廃

棄物」の項に実験で使用している主な揮

発性物質を記載いたします。 
揮発性物質のうち，腐食性が強い塩酸

等の使用量は少なく，日常的に排気され

ることはないため，周辺の建物に対する

影響はないと考えております。 

準備書 

p8.11-6 

本資料 

p22 

3  準備書の製本にあたり，リサイクル性

が悪い紙を用いるのはいかがか。光沢紙

ではなく循環紙を採用した方が良い。 

「要約書」に使用している用紙は，王

子製紙の「OK コート Nエコグリーン」で

す。古紙パルプ配合率 80％でグリーン購

入法適合製品，リサイクル適正は最高ラ

ンクの A ランク「紙・板紙へのリサイク

ルにおいて阻害にならない」の紙を使用

しています。ビニールコーディングされ

ていませんので，仙台市の古紙回収にも

出せる紙です。 

 

2） 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   

3） 第 2 回審査会の指摘事項への対応（令和元年 5 月 31 日） 

 指 摘 事 項  対 応 方 針 (案 ) 備考 

1  「腐食性が強い塩酸等の使用量は少な

く，日常的に排気されることはない」と

あるが，日常的ではなくとも局所的に大

量に使用する可能性があるように捉えら

れるため，表現を修正すること。 

ご指摘を踏まえ，「揮発性物質につい

て，周辺の建物に対して影響を与えるよ

うな，腐食性が強い塩酸等は多用しない

計画である。」と表現を修正いたします。 

準備書 

p8.11-6 

本資料 

p22 

4） 第 2 回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指 摘 事 項  対 応 方 針  備考 

1  なし   
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7． 準備書からの変更事項 

 

（準備書 P1.9） 
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（準備書 P1.10） 
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（準備書 P1.11） 
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（準備書 P1.51） 
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（準備書 P8.4-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 15 - 

（準備書 P8.8-3） 
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（準備書 P8.9-6） 
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（準備書 P8.9-9） 
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（準備書 P8.9-10） 
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（準備書 P8.9-11） 
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（準備書 P8.9-19） 
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（準備書 P8.9-21） 
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（準備書 P8.11-6） 

－以 上－ 


